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1ま じ め

「三印怯＃l!J(I<otmai Tra Sam Duang) 1111ζは． アユタヤ王朝jの統治総聞を，具｛本的な地

：臼表と共1ζ5Rすテキストカf，すくなくとも 3Hl矧合まれている．

アユタヤ王•:VJの統治形態は＇ ~i~木的！とは． 「首／（;f(krungor mi:iang luang) Jによる rillf同

(hua mi:iang)Jの支配としてとらえられる．”もとより ζの支配が， どの税度まで実質的な効

＊をもちilJたかというIIIJ閥については．材n:rと時阿との?l!IIIJ的距艇の大小がつねに制，m刈：rと

して働いていたという点を考雌しなげればならない．

1350，.ドラーマーティボディ I慨によって始められたアユタヤ王朝は， l6l校紀半iままでの 200

年1111Iζ，北！ま~mm封雨期1から iii!まマライ半島の雨時Jまで，東！まメコシ河から聞はサルウィン何

流域までにその支配を及ぼす勢力Iζ発鹿した． ζのような広大なf!i'i践に対するアユタヤ王朝の

集権的支配休llillの献立は， 一般にポロマトライローカナート王 (1448～1488）の治flt!と行なわ

れたものと考えられている.2) （との典拠として刑いられている主たる史料1ま， 「三印法典Jlζ 

収録されている l(otMot1thianball; the Palatine Law 〔後掲テキスト（C）〕であるJ 問主lま

金問を， (I）俄内（WongRatchathani), (2）大岡（Mi:iangPhraya Maha Nakhon），および（3）制

質問（Prathetsarat）の3段階1ζ分期した．織内の諸国は， 首都から派遣され，前都1ζ居住す

る大臣1ζ対して責任を f-lうととろの代官lζよって i直接！と統治された．『大n.JJと呼ばれるar.ul 

l;t' 王族．中央・地方民族らによヲて統治されたが，交通の不便さもあって， 乙れらの諸聞は
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実質上半独立の状態にあったものと思われる．国主はアユタヤ王朝1乙対する臣従のあかしとし

て智忠の飲水を行なうととが義務づけられていた戸朝質問はいずれも民肢を異忙し，首都よ

り僻遠のi自にある諸国であづて， ζれに対するアユタヤの支配は，微弱であり．しばしば名自

にすぎなかった. 3 ＆ド 1と 1 皮．金銀Mf と呼ばれる貢物を献送し．”をにアユタヤからの指示11'.Ji~

づいて兵を起乙すととがなければ，首都との関係は，はなはだ希薄であったといえよう．

1569年，ピルマ軍lζ対しアユタヤの1喫した軍事的敗北のゑtm.トライローカナート王以来の

統治組織は域減lr.i損した．ナレースエン大王による独立の回復まで，アユタヤlまピルマの付則f

にすぎなかった.1590年，父王の後を襲って王位についたナレースエシ大王は，ピル7 の勢力

を軍事的1と駆逐した後，間内統治組織の再il!Iζ着手した0 Muang Phraya Maha Nakhonの廃

止，第 1級閃から第4級閑までの，諸国の級別編成法の導入は， ζの王の治摘とされている．”

（ナレースエン大王の地方行政改草の史料として Walesは PliraAyakan Na Hua Muang 

〔テキスト(A）〕を挙げているが”．後述するテキストの成立時期1466.｛ドがiEしければ，問題とな

ろうJ

17世紀の末葉，とくに1691年lζ発生したナコシジータマラートの反乱以m，兵力徴集の効率

化という観点から，全闘を南北！と 2分し，その統治をアユタヤ宮廷における 2大実力者である

Mahatthai, Kralahom の手にゆだねるという措聞がとられた. (Walesのとのmi定lま主とし

て PliraTha,nma11u1i第2郎〔テキスト（B）〕 lr.l毒づいている．）

Mahallhai-Kralahomによる金問の 2分統治は，その後．外国貿易の！疑問と共1ζ，Kromatha

の盟要度が増大し， Kromalhaがタイ尚沿陣絹地方の統治の責任を分但するにmって，金問1ま

Mahatlhai-Kralahom・Kromalhaの3者によって分割統治される形勢へと発隈し，そのまま19

世紀後半1ζ及ぶのである．”

ζζにおl介しようとする arnのテキス川丸上記の迎説の典拠止して頭要であり，したがづ

て今後充分な検討を加えられるべき史料であるが，同時1ζ，アユタヤヨ：f;’Jの統治筒聞を，具体

的かっ休系的1ζ示したタイ 0111史料として．他1ζ類を見ないものである．”とれらのテキストは．

いずれも『三印法典J！と収録されているととは前述のとおりであるが．同 f法典Jの成立が

1805年であるとと，同『法典Jがアユタヤ法の再1揮を拡木としながらも，桐鎮の目的が実用で

あったというとと．の 2点1ζ鍛み，岡『法典J所械の各テキスト 1ζlま，かなりの変形が発生し

ているであろう ζ とは当然予恕されるととろである．と＜ I乙木綿花とり上げたテキスト 1ζかん

しては，地名のリストであるだljlζ加筆，削除の可能性がさらに大であったと見るべきであろ

う．テキストの利IUIζあたっては，充分な史料批判が必要である ζ とは言うまでもない．
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3. テキストにあらわれた地名

掲lUの防or:にしたがうて．テキスト仰にあらわれた地名を強制すると，下表のとおりとなる。

＼ ｜づ IJ司 お

…瓦Fぷ函~~－一一一一－コτ…ド：弓；－；ぷm
I 1. M. Sawankhalok 2. M. Sukhotl、ai 

司J2級II司 I 3. M. Kamphaeng Phet 4. M. Phetchabun 

I 5. M. Nakhon Ratchaslma 6. M. Tanao 

I 1. M. Phichal 2. M. Phichit 

I 3. M. Nakhon Sawan 4. M. Chanthabun llJ 3級問｜
I 5. M, Chaiy自白 6.M. Phattalung 

I 7. M. Chumphon 

1. M. Phetchaburi 2. M. Chainat 3. M. In (thaburi) 

4. M. Phromburi 5. M. Singburi 6. M. Lopburi 

7. M. Saraburi 8. M. Uthaithani 9. M. Manorom 

10. M. Ang Thong 11. M. Sawankhaburi 12. M. Kanburi 

13. M. Salyok 14. M. Suphanburl 15. M. Sisawat 

河川級悶｜ 此 M.Nakhon Chaisi 17. M. Ratburi 18. M. Chachoengsao 

19. M. Nakhon Nayok 20. M. Prachinburi 21. M. Nonthaburi 

22. M. Tha Chin 23. M. Mae Klong 24. M. Pak Nam 

25. M. Chon 26. M. Pranburi 27. M. Kui 

28. M. Rayong 29. M. Banglamung 30. M. Tha Rong 

31. M. Bua Chum 32. M. Kampran 33. M. Chaibadan 
ー ，．ー・・・・・ ・ー

(M.宮 M日ang)
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a. Nakhon Ratchasima 

コーラート商服への入口.・北方諸国1ζ対する Phitsanulok 市方諸国lζ対する Nakhon Si 

Thammaralと岡臓の任務を，ラーオ暗闘に対して持っていた．四方1乙ドン・プラヤーファイ

の犬密林が横たわっており， 7 ラリヤの脅威をもづて織内との交通を阻害していた．ラタナヨ

ージシ刺1乙入って後．第 1級国IC昇給．

t品。：L

3. テキストにあらわれた地名

1) 本テキスト第2節1とあらわれた地名

a;・ 「金銀制Jのi蹴送を義務づけられた朝貢国

b. f忠誠の有：いの飲水Jを義務づけられた大国

の二つのカテゴリーに分類されている。前者は，北方16カ国， HI方4カ闘， ei-20カ悶．後者の・

8カ国1ま， PhetchabunとThawaiのi畠いを除けば，テキスト仰の郷 1級国，第2級固とま

ったく一致する.(147ページの国名表参問）

雨北20カ国切l貴国のうち．北方の16カ国は，ポロマラーチ十一 IUt (1370～1388）の治世1ζ

始まり15世紀の末まで続けられた速liEの結果iアユタヤとの（91貢関係1ζ入った国々であるJ”

タoJ
ζのうち ChiangMal, Chiang Saen, Chiang Rai, Phraeおよび Nan の5カ国は容易に

比定されうる.Saenwiは現ピル7mi. ジ＋シ州の Hsenwiであろう．

Chiang Rung は，雲南省it1郎，澗治江右岸の江洪（＝llI里）と考えられる．

Nakhon Luang lまAngkorThomのタイ語訳であるJ”

Sisallanakhanahulは， 1560年まで LanChang王国の首府であった LuangPrabangの

興祢J”
Tong U は．ピルマの Toungooか，あるいは ChiangSaenの上流約257イルにあった古

包 TangAuのいずれかであると考えられているJ”
Chiang Kral-Chiang Kraがりは LuangPrasoel木アユタヤ年代記略本，小暦900ipの条に

あらわれる一対の国であって W.A. R. Wood はζれを 1固と考えピルマ簡 Moulmein地方の

Gyaing IC比定している• U)  

Khemarat lま．ピル7 傾 KengTung のパーリ語名•UJ 

Tailhong lま｛立町不fff.
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I Khotrabong東北タイ，メコシ河右岸の Nakhonphanomか？ . 21) 

~ Kew Kaew. Wyatt は東北タイの Ubon地方ではなかろうか， との仮説を提出しているが

その様拠は示していない．

南方の朝質問。jongTanah (Uyontana), Malaka, MalayO, Worawari の4カ固につい

て， G.E. Geriniはかつてつぎのような比定を行なった.25) 

(1) Ojong Tanah : Johor 

(2) Maalaka : Malacca 

(3) Malaya : Malaya河沿岸地方．凶方 Johorlζ接する地域．

(4) Worawari : 比定困1ft.おそら〈は Malacca南方の Mora-muarすなわち Muarで

あろう．

以上のうち， Malaccaについては． Luang Prasoet木，小！匡8171手（A.D. 1455/56）の条

Iζ．「'.if(勢を＊いて＇ "7ラーカーを攻略すJとあるととろから，本テキストの成立を 14681ドと

すれば， Geriniの比定は説得的となる．しかし，の乙りの 3カ固については，今日なお確実 a

な比定がなされるには至っていない．




